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市民参加条例について
市民参加とは・・・

市民が主役の自治の実現

計画・実施・評価に
主体的に関わり、

行動する

安城市 市民

平成23年4月 「安城市市民参加条例」施行
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市民参加条例で定めていることは？
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資料１
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市民参加推進評価会議
１０人

公募市民、学識経験者等で構成

市民参加条例の
運用状況に関すること

市民参加条例の
見直しに関すること

市民参加の実施状況の
評価に関すること

その他市民参加の
推進評価に関すること

審議事項
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市民参加条例制定後の
市民参加の変化・向上

（1）無作為抽出で市民を選出する方法の導入
※アンケート以外 （平成23年度から）

例）市民参加パートナーバンク登録者
3,000人に郵送 → 119人（4%）登録
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（３）ｅモニター制度 （平成２４年度から）

インターネットと電子メールを利用した登録制
のアンケート調査
(年間１４回程度アンケートを実施）

登録人数：1,424人（Ｒ３年11月25日現在）
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（２）市長とのティーミーティング（平成２３年度から）

お茶を飲みながら、和やかな雰囲気で
市長と語り合う会

（団体数）
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市民参加パートナーバンクの設立（平成２７年度から）

エンパワーメント
講座受講者(45人)

まちづくり人養成講座
受講者(10人)

無作為で抽出さ
れた市民(128人)

令和3年12月1日現在
パートナーバンク（196人）※重複者あり

シルバーカレッジ
受講者(10人)

案内

審議会等への市民公募委員募集の案内
計画策定等のために実施するワークショップ等への参加者
募集の案内

ユースカレッジ
受講者(3人)応募

安城市
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市民参加パートナーバンクの
男女比及び年齢構成について

【男女比】 【年齢構成】
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80歳代
2%

男性

48.7%

女性

51.3%

対象事項 送付対象者数 応募者数

市民協働推進会議委員募集 全員（169人） ４人

空家等対策審議会委員募集 全員（169人） ４人

国民健康保険運営協議会委員募集 全員（166人） １人

市民公募文化事業審査員募集 生涯学習・文化
に関心のある登
録者（93人）

７人

環境審議会委員募集 全員（190人） 12人

市民参加パートナーバンクの活用実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R1年度 R2年度
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（５）審議会等における公募市民登用率の推移

5.2ポイント増
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